
第  号議案

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例の件

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

令和５年２月13日提出

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例（平成６年３月条例第51号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（斜面地建築物の構造の制限） （斜面地建築物の構造の制限）

第19条の２ ［略］  第 19条の２ ［略］  

２ ［略］  ２ ［略］ 

３ 前２項の規定は、次の各号のいず

れかに該当する建築物については、

適用しない。 

(1) ［略］

(2) 法第 55条第４項、法第59条の２

第１項、法第86条第３項若しくは

第４項又は法第86条の２第２項若

３ 前２項の規定は、次の各号のいず

れかに該当する建築物については、

適用しない。 

(1) ［略］

(2) 法第 55条第３項、法第59条の２

第１項、法第86条第３項若しくは

第４項又は法第86条の２第２項若

115

（　44　）



しくは第３項の規定による許可を

受けた建築物 

しくは第３項の規定による許可を

受けた建築物  

(3)～ (5) ［略］ (3)～ (5) ［略］ 

４  ［略］  ４  ［略］ 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
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改正後 改正前 

別表第２（第22条―第27条の２、第29条関係） 別表第２（第22条―第27条の２、第29条関係） 

(1) 地区計画の区域内の制限 (1) 地区計画の区域内の制限 

  計画区域 (ア) (イ ) 

計画地区

の区分 

制限 

制限の種類 制限の内容 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

(18) 

 

旧居留地

地区地区

整備計画

区域 

全域 ［略］ ［略］ 

建築物の容

積率の最高

限度 

都市計画において 定められた数値から

10分の 10を減じて得た数値（計画図表

示の区域における敷地面積が900平方メ

ートル未満の建築 物並びに敷地面積が

900平方メートル以上であり、かつ、歩

行者が日常自由に 歩行し、又は利用で

き、全周の３分の １以上が道路に接し

ており、及び地盤 と日常一般に開放さ

れた空地（はり下 ７メートル以上のピ

ロティ等の建築物 に覆われた部分を含

む。以下「公開空 地」という。）に接

する道路の路面との高低差が0.3メート

ル以内である公開 空地を有し、その面

積が敷地面積の10分の0.5未満の建築物

に限る。）。ただ し、次に掲げる建築

物の全部又は一部 を保存して建築する

建築物（以下「重 要保存建築物」とい

う。）を除く。 

(1) 景観法（平成16年法律第110号）第

19条第１項の規定により 指定を受け

  計画区域 (ア) (イ ) 

計画地区

の区分 

制限 

制限の種類 制限の内容 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

(18) 旧居留地

地区地区

整備計画

区域 

全域 ［略］ ［略］ 

建築物の容

積率の最高

限度 

都市計 画に おいて 定められた数値 から

10分の 10を 減じて 得た数値（計画図表

示の区域における敷地面積が900平方メ

ートル 未満 の建築 物並びに敷地面 積が

900平方メートル以上であり、かつ、歩

行者が 日常 自由に 歩行し、又は利 用で

き、全 周の ３分の １以上が道路に接し

ており 、及 び地盤 と日常一般に開放さ

れた空 地（ はり下 ７メートル以上 のピ

ロティ 等の 建築物 に覆われた部分 を含

む。以 下「 公開空 地」という。） に接

する道路の路面との高低差が0.3メート

ル以内 であ る公開 空地を有し、そ の面

積が敷地面積の10分の0.5未満の建築物

に限る 。） 。ただ し、神戸市都市 景観

条例（ 昭和 53年 10月条例第 59号）第 28

条の３ 第１ 項の規 定により指定を 受け

た 景 観 形 成 重 要 建 築 物 又 は そ の 一 部

（以下 「景 観形成 重要建築物又は その

一部」 とい う。） を保存して建築 する
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た景観重要建造物 

(2) 文化財保護法（昭和25年法律第214

号）第 57条第１項の規定 により登録

された有形文化財 

(3) 兵庫県文化財保護条例（昭和39年

４月兵庫県条例第 58号）第４条第１

項の規定により指定を受 けた兵庫県

指定重要有形文化財又は 同条例第 19

条の２第１項の規定によ り登録され

た有形文化財 

(4) 神戸市都市景観条例（令和３年12

月条例第 25号）第 31条第１項の規定

により指定を受けた神戸 市指定景観

資源 

(5) 神戸市文化財の保護及び文化財等

を取り巻く文化環境の保 全に関する

条例（平成９年３月条例 第 50号）第

６条第１項の規定により 指定を受け

た神戸市指定有形文化財 又は同条例

第 52条第１項の規定によ り登録され

た神戸市登録文化財 

都市計画において 定められた数値から

10分の５を減じて 得た数値（計画図表

示の区域における敷地面積が900平方メ

ートル以上であり 、かつ、その有する

公開空地の面積が敷地面積の10分の0.5

以 上 10 分 の １ 未 満 の 建 築 物 に 限

る。）。ただし、 重要保存建築物を除

く。 

建築物を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計 画に おいて 定められた数値 から

10分の ５を 減じて 得た数値（計画図表

示の区域における敷地面積が900平方メ

ートル 以上 であり 、かつ、その有 する

公開空地の面積が敷地面積の10分の0.5

以 上 10 分 の １ 未 満 の 建 築 物 に 限

る。） 。た だし 、景観形成重要建築物

又はそ の一 部を保 存して建築する 建築
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［略］ ［略］ 

壁面の位置

の制限 

建築物の外壁等の 面から計画図表示の

道路境界線までの距離は、次の(1)又は

(2)に 掲 げ る 建 築 物 の 部 分 の 区 分 に 応

じ、そ れぞれ (1)又は (2)に定める 距離

以上とすること。 

(1) 建築物（新築に係るもの、増築に

係る部分及び移転に係る もの（一部

の移転にあっては、その 部分））の

う ち 、 高 さ 3 1メ ー ト ル 以 下 の 部 分

（計画図表示の道路境界 線①又は道

路境界線③に面しない敷 地にあって

は高さが 20メートル以下の部分）  

１メートル（重要保存建 築物又は計

画図表示の道路境界線③ 若しくは道

路境界線④に面する敷地 における建

築物であって、かつ、神 戸市景観計

画（平成 18年２月１日決定）の壁面

の位置の制限の基準に適 合するもの

を除く。） 

(2) 建築物（新築に係るもの、増築に

係る部分及び移転に係る もの（一部

の移転にあっては、その 部分））の

うち、高さ 31メートルを超える部分

（計画図表示の道路境界 線①又は道

路境界線③に面しない敷 地にあって

は高さが 20メートルを超える部分）

物を除く。 

［略］ ［略］ 

壁面の位置

の制限 

建築物 の外 壁等の 面から計画図表 示の

道路境界線までの距離は、次の(1)又は

(2)に掲げる建築物の区分に応じ、それ

ぞれ (1)又は (2)に定め る距離以上 とす

ること。 

(1) 建築物（新築に係るもの、増築に

係る部分 及び 移転に係る もの（一部

の移転に あっ ては、その 部分）のう

ち、 計画 図表 示の道路境 界線①にの

み面する 敷地 並びに計画 図表示の道

路境界線 ①及 び道路境界 線②に面す

る敷地にあっては高さが 31メートル

以下の部 分、 計画図表示 の道路境界

線②にの み面 する敷地に あっては高

さ が 2 0 メ ー ト ル 以 下 の 部 分 に 限

る。 ）  １メ ートル（景 観形成重要

建築物又 はそ の一部の存 する街区に

存す る、 当該 景観形成重 要建築物又

はその一 部の 面する道路 に接する敷

地にあっ ては 、当該敷地 の建築物の

外壁等の 面か ら当該景観 形成重要建

築物又は その 一部の面す る道路に係

るそれぞ れの 道路境界線 までの距離

に限 り、 景観 形成重要建 築物又はそ

の一部の 外壁 等の面から 道路境界線

までの距 離（ 当該敷地が ２以上の道
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 ５メートル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の高

さの最高限

度 

次の (1)又は (2)に掲げる建築物の区分

に応じ 、それぞれ (1)又は (2)に定 める

高さ 

(1) 計画図表示の道路境界線①又は道

路境界線③に面しない敷 地に存する

建築物 90メートル 

( 2 )  ( 1 )以 外 の 敷 地 に 存 す る 建 築 物 

 120メートル 

 

 

 

［略］ ［略］ 

路に面す ると きは、当該 景観形成重

要建築物 又は その一部の 外壁等の面

からそれ ぞれ の道路に係 る道路境界

線までの 距離 ）。ただし 、１メート

ル未満の場合に限る。） 

(2) 建築物（新築に係るもの、増築に

係る部分 及び 移転に係る もの（一部

の移転に あっ ては、その 部分）のう

ち、計画 図表 示の道路境 界線①にの

み面する 敷地 並びに計画 図表示の道

路境界線 ①及 び道路境界 線②に面す

る敷地にあっては高さが 31メートル

を超える 部分 、計画図表 示の道路境

界線②に のみ 面する敷地 にあっては

高さが 20メート ルを超え る部分に限

る。） ５メートル 

建築物の高

さの最高限

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

120メートル（計画図表示の道路境界線

①にの み面 する敷 地並びに計画図 表示

の道路 境界 線①及 び道路境界線② に面

する敷地に存する建築物に限る。） 

 

 

 

 

90メートル（計画 図表示の道路境 界線

②にの み面 する敷 地に存する建築 物に

限る。） 

［略］ ［略］ 
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［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

(2) ［略］ (2) ［略］ 
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   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の２第３項第２号の改正

規定は、令和５年４月１日から施行する。 

 

理     由  

 都市計画の決定に伴い、地区計画を変更する等に当たり、条例を改正する必要

があるため。 
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（議案参照図） 
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